
 

【表紙】  
【発行登録追補書類番号】 ６－関東１－４

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年５月22日

【会社名】 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

【英訳名】 NEC Capital Solutions Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　菅沼　正明

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番３号

【電話番号】 (０３)６７２０－８４００(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長兼経理部長　西方　克弘

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番３号

【電話番号】 (０３)６７２０－８４００(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長兼経理部長　西方　克弘

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 10,000百万円
 

【発行登録書の内容】

提出日 2024年６月11日

効力発生日 2024年６月19日

有効期限 2026年６月18日

発行登録番号 ６－関東１

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額　100,000百万円
 

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

６－関東１－１ 2024年12月５日 28,000百万円 ― ―

６－関東１－２ 2025年７月８日 14,000百万円 ― ―

６－関東１－３ 2025年11月26日 24,000百万円 ― ―

実績合計額(円)
66,000百万円
(66,000百万円)

減額総額(円) なし
 

(注)　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(　)書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出

しております。

【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 34,000百万円  
  (34,000百万円) 

  
(注)　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下

段(　)書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。

 

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。
 

【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社第31回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)
(愛称：ＮＥＣキャピタルソリューション債)

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円

各社債の金額(円) 10万円

発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年2.36％

利払日 毎年６月８日及び12月８日

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年12月
８日を第１回の利息を支払うべき日(以下、「支払期日」
という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年６
月８日及び12月８日の２回におのおのその日までの前半
か年分を支払う。

(2) 支払期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀
行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 利息計算期間が半か年に満たない場合は、その半か年の
日割りでこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記((注)15．「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限 2030年６月７日

償還の方法

１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2030年６月７日にその総額を償還す
る。

(2) 本社債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、支払は
その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、い
つでもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所
別記((注)15．「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2026年５月25日から2026年６月５日まで

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2026年６月８日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
ために特に留保されている資産はない。
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財務上の特約(担保提供制限)

１．担保提供制限
(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行
する他の社債のために、担保提供(当社の資産に担保権を
設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予
約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以
外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以
降、本書において同じ。)を行う場合には、本社債のため
に担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の
担保権を設定する。

(2) 前号に基づき設定する担保権が本社債を担保するに十分
でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に
基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。

２．担保提供制限の例外
当社が、合併、会社分割、株式交換または株式移転により
担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、
本欄第１項は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

１．担保付社債への切換
当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため
に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める
担保権を設定することができる。

２．当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項また
は本欄第１項により本社債のために担保権を設定した場
合、または本欄第４項により本社債のために留保資産を留
保した場合で、社債管理者が承諾したときは、以後、別記
「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項及び別記(注)
６．「社債管理者に対する通知」第(2)号は適用されない。

３．担保権設定の手続
当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項ま
たは本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場
合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了
し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定
に準じて公告する。

４．特定資産の留保
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定
の資産を本社債以外の当社の債務に対し担保提供を行わ
ず本社債のために留保する旨の特約を社債管理者との間
に締結することができる。

(2) 前号の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要
と認められる措置をとることを当社に請求することがで
きる。

 

(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社日本格付研究所(以下、「ＪＣＲ」という。)

本社債について、当社はＪＣＲからＡの信用格付を2026年５月22日付で取得している。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示

すものである。ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意

見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デ

フォルト率や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスク

や市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変

動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で

信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により

誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ

(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される

「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら

かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013

(2) 株式会社格付投資情報センター(以下、「Ｒ＆Ｉ」という。)

本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ－の信用格付を2026年５月22日付で取得している。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお

りに履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等

の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表

明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明で

はない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確

性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして

いない。
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Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変

更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ

る。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る

ことが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の

「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等

何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471

２．社債、株式等の振替に関する法律の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下、「社債等振替

法」という。)第66条第２号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であ

り、社債等振替法第67条第１項の規定に基づき社債券を発行することができない。

３．社債管理者

株式会社三井住友銀行

４．期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失

する。ただし、上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項または上記「財務上の特約(その他の条

項)」欄第１項により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定

したときには、本(注)４．第(1)号③に該当しても期限の利益を喪失しない。

①　当社が上記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

②　当社が上記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背したとき。

③　当社が上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項の規定に違背したとき。

④　当社が上記「財務上の特約(その他の条項)」欄第３項、本(注)５．乃至本(注)７．または本(注)10．に

定める規定に違背し、社債管理者の定める期間内にその履行または補正をしないとき。

⑤　当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

⑥　当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその

他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行

をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この

限りではない。

⑦　当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場

合を除く。)の決議をしたとき。

⑧　当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けた

とき。

⑨　当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立を受け、または滞納

処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を害する事実が生じたときで、社債管理者が

本社債の存続を不適当であると認めたとき。

(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。

５．社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は随時社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第

５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。ただし、当該通

知については、当社が次号に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提出した

場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第１項に定められた一定の日において臨時

決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、訂正報告書及びそれらの添

付書類(以下、「報告書等」という。)を財務局長等に提出した場合には遅滞なくその写しを社債管理者に

提出する。ただし、当社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき報告書等の電子開示手続を行う場合

は、これら報告書等を財務局長に提出した旨の社債管理者への通知をもって社債管理者への報告書等の提

出に代えることができる。

６．社債管理者に対する通知

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときなら

びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知

する。

(2) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今

後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、

社債の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①　事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
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②　事業の全部もしくは重要な一部を変更、休止もしくは廃止、または移転しようとするとき。

③　資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転(いずれも会

社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

７．社債管理者の調査権限

(1) 社債管理者は、2026年５月22日付ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社第31回無担保社債(社債間限

定同順位特約付)管理委託契約証書(以下、「管理委託契約」という。)の定めに従い社債管理者の権限を

行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社及び持

分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査す

ることができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当

社はこれに協力する。

８．社債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立に関し、社

債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

９．社債管理者の辞任

社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含

む。)その他正当な事由があるときは、社債管理者の業務を承継する者を定めて辞任することができる。

10．社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または管理委託契約に別段の定めがあるものを除き、

当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができ

ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において

発行する各１種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれ

を掲載する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者の

ために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただ

し、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、社債管理者の定

款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙(ただし、重複するものが

あるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

11．社債要項及び管理委託契約の公示

当社及び社債管理者は、それぞれの本店に本社債の社債要項の謄本及び管理委託契約の謄本を備え置き、そ

の営業時間中、一般の閲覧に供する。

12．社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)14．を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除

き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。

(2) 前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなす。

13．社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債及び本社債と同一の種類の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)

の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、会日より少なくとも３週

間前に社債権者集会を開く旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)10．に定める方法により公告す

る。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項の規定に基

づく書面の交付を受け当該書面を提示したうえ、社債権者集会の目的たる事項及び招集の理由を記載した

書面を当社または社債管理者に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

14．発行代理人及び支払代理人　　　　　　　　株式会社三井住友銀行

15．元利金の支払

本社債にかかわる元利金は、社債等振替法及び上記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則

に従って支払われる。
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 4,300

１．引受人は本社債の
全額につき、連帯
して買取引受を行
う。

２．本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金45銭
とする。

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番２号 2,000

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,200

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,000

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号 1,000

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 500

計 ― 10,000 ―
 

(注)　本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下、「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ハに掲

げる社債券に該当し、当社は、金商業等府令第147条第３号に規定する本社債の主幹事会社である株式会社ＳＢ

Ｉ証券の親法人等に該当します。当社はＳＢＩホールディングス株式会社の連結子会社である株式会社ＳＢＩ

新生銀行の持分法適用関連会社であり、株式会社ＳＢＩ証券はＳＢＩホールディングス株式会社の完全子会社

であります。本社債の発行価格及び利率（以下、「発行価格等」という。）の決定を公正かつ適切に行うた

め、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の２に規定

されるプレ・マーケティングの手続に従い決定しました。

 
(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

１．社債管理者は、本社債の管理を受
託する。

２．本社債の管理手数料については、
社債管理者に、期中において年間
各社債の金額100円につき金２銭
を支払うこととしている。

 

 
３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

10,000 85 9,915
 

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額9,915百万円は、全額を2026年７月16日に償還期限の到来する第19回無担保社債の償還資金の

一部に充当する予定です。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は、以下のとおりです。

 

・表紙に当社のロゴを掲載いたします。

 

 
・表紙に本社債の愛称「ＮＥＣキャピタルソリューション債」を記載いたします。

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第55期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)2025年６月26日　関東財務局長に提出

 

２ 【半期報告書】

事業年度　第56期中(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)2025年11月７日　関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年５月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2025年６月26日に関

東財務局長に提出

 

４ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年５月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2025年８月25日に関東財

務局長に提出

 

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年５月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2025年12月26日に関東財

務局長に提出

 

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年５月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年４月10日に関東財

務局長に提出

 

７ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年５月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2026年５月13日に関東財

務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2026年５月22日)まで

の間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したもので

あります。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部　

企業情報　第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(4) 経営

者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」に記載された2026年３月期の通期の連結業績予想について

は、2026年４月28日に実績値(未監査)を公表しております。さらに、「中期計画2025」は2025年度をもって終了し、新

たに2026年度を初年度とする「中期計画2028」を同日公表しております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載さ

れている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、追加すべき事項はあ

りません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

「事業等のリスク」

当社グループは2023年４月、新たなグループビジョン「次世代循環型社会をリードするSolution Company」を策定い

たしました。これまで掲げてきたCSV経営(Creating Shared Value＝共通価値の創造)は継続しながら、気候変動対応を

はじめとする社会課題の多様化、先端技術の発展、将来の産業や社会生活の大きな変化に対応するべく、CSV経営と親和

性の高いSDGsに同期する2030年を新たなグループビジョンのゴールとしました。

これまで私たちはリース事業を通して、環境に配慮した製品の導入、高度な3R処理による資源循環により循環型社会

の実現に向けた取り組みを推進してきました。一方で、2030年以降を見据えた「次世代循環型社会」は、資源効率の向

上による環境負荷の低減のみならず、資源を循環利用し続ける世界、そこから発展し、新たな付加価値を生み出し続け

る循環型の経済社会となることを想定しています。

この想定する社会において、当社グループはキャピタルソリューションの革新により、モノの循環利用に繋がるサー

ビス、地域経済・社会の好循環に繋がるサービス、企業成長の好循環に繋がるサービスを提供し、環境と成長の好循環

を実現すると共に、多様化するお客様と社会の課題解決を通して、「次世代循環型社会」の実現を目指してまいりま

す。

こうした取り組みの中、リスクマネジメント(管理)とリスクコントロール(制御)は事業展開を決定する重要な要素の

ひとつであると捉え、収益の源泉として管理すべきリスクと収益の源泉とはならない削減すべきリスクに分けて考えて

おります。以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載し

ております。

 
(1) 気候変動に係るリスク

地球規模の気候変動に係るリスクが、中長期的な将来のものではなく、今そこにある危機として認識されるよう

になってきました。昨今の異常気象がもたらすビジネス上の損失は、個別企業によっては事業継続上無視できない

レベルに達しており、日々の経営判断においても気候変動に係るリスクを意識することが必要になってきたと認識

しております。

こうした状況を踏まえ、当社はTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures ：気候関連財務情

報開示タスクフォース)に賛同すると共に、その枠組みに準拠したPDCA体制を構築し、気候変動に係るリスクへの対

応を開始しております。
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(2) 信用リスク

当社グループでは、リース事業やファイナンス事業等の与信を伴う各種事業を営んでおります。新規取引時は、

顧客の信用状況のほか、リース取引についてはリース物件の将来中古価値等も勘案し、海外取引についてはカント

リーリスクも含めて、厳格に審査を行っております。また、取引開始後は定期的に顧客の業況をチェックし、財務

状況や市場動向の変化を把握できるように管理をするとともに、信用リスクの程度に応じて、担保・物件処分等に

よる回収見込額及び貸倒実績率等を勘案した貸倒引当金の計上を行っております。

さらに、既存顧客ごとの信用状況や業界毎の市場動向を定期的に検証し、特定の企業や業種に与信残高が集中し

ないように、ポートフォリオ管理を行っております。

しかしながら、リース事業やファイナンス事業は回収期間が中長期にわたることから、景気変動やその他の事由

により延滞・倒産等不測の事態を蒙り、貸倒損失又は貸倒引当金繰入の負担が増加して当社グループの業績等に影

響を及ぼす可能性はありますが、その場合においてもリース物件や担保資産の売却等で債権保全・回収の極大化に

努めております。

 
(3) 流動性リスク

当社グループは金融情勢の変動に対して柔軟に対処していくため、特定の資金調達先や調達方法に依存しないよ

う留意しております。直接調達においては、社債、コマーシャル・ペーパーの発行等調達方法の多様化を図りつつ

安定調達に注力し、間接調達においては、主要金融機関との良好な関係を維持しつつ幅広く多くの金融機関と取引

を行っております。

直接調達については格付機関より短期債及び長期債の格付けを取得しておりますが、今後の業績の変動等により

当社グループの格付けが見直された場合や、市場の混乱等により、市場において資金調達が困難となり、通常より

も著しく不利な金利水準での資金調達を余儀なくされる場合は、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

なお、金融環境の変化に対応した財務戦略を実施した結果、2025年３月31日時点の現金及び預金は1,102億98百万

円となりました。また、複数の金融機関との間で締結しているコミットメントライン等契約の2025年３月31日時点

における未使用総額は2,765億63百万円となっております。

 
(4) 金利変動リスク

一般的にリース会社は、リース事業やファイナンス事業等の成約に伴い、対象物件の購入資金や貸付資金のた

め、必要資金の多くを金融機関等から調達しております。このため、当社においても長・短借入金等を中心とする

有利子負債比率が高くなっております。2024年３月の日銀金融政策決定会合においてマイナス金利の解除及びイー

ルドカーブコントロール政策の撤廃が決定され、以降、長短金利は上昇傾向にあります。市場金利が急激に上昇し

た場合は、調達コストの増加につながり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありますが、営業資産・

負債の総合管理(ＡＬＭ)を実施することにより金利変動リスクの低減に努めております。

 
(5) 為替変動リスク

当社グループでは、外貨建の案件を一部取り扱っており、為替相場の急激な変動により当社グループの業績等に

影響を及ぼす可能性がありますが、基本方針である外貨建営業資産とバランスさせた外貨建調達を実行することで

為替変動リスクの低減に努めております。

 
(6) 残価変動リスク

当社グループでは、中古価値が見込めるリース物件を対象にリース満了時の残存価値(以下、「残価」という。)

を設定したオペレーティング・リースを展開しております。この取引では、リース満了時に返還された物件を、当

初設定した残価を上回る価格で売却することにより利益を得る可能性を有する半面、売却価格が残価を下回る場合

には損失が発生するリスクを有しております。

そのため予想を上回る市場環境の変化や技術革新等によって、当該物件の処分価格が残価を下回った場合、当社

グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありますが、定期的なモニタリングの実施とリスク量の計測を行うと共

に、物件の種類や満了時期を分散させることで残価変動リスクの低減に努めております。
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(7) 株価及び有価証券価格変動リスク

当社グループでは、上場・非上場の株式及び債券を保有しております。これらの資産の価格は変動するものであ

り、その価値は将来著しく下落する可能性があります。価格が著しく下落した場合、当社グループの業績等に影響

を及ぼす可能性がありますが、これらの変動リスクの対処としては、当社グループが許容する範囲内に当該リスク

量を収めるべくリスク管理を行っており、当社グループのリスクの管理低減に努めております。

 
(8) 不動産価格変動リスク

当社グループでは、販売用不動産を保有しております。販売用不動産は、不動産時価が下落した場合、評価損が

発生し、また売却時に売却損が発生する可能性があります。不動産担保ローンや建物リース、また不動産からの

キャッシュ・フローを返済原資とするノンリコースローンにおいては、取引の対象となる不動産の価値が目減り

し、当該取引の債権の与信が悪化する可能性があります。不動産価格の変動が当社グループの業績等に影響を及ぼ

す可能性がありますが、当社グループでは、不動産関連与信の集中状況を確認しながら取引審査を厳格に行うと共

に、その後の与信管理にも万全を期し、担保として設定されている不動産の再評価に注力し、健全な債権内容の維

持に努めております。

 
(9) 海外投資のリスク

当社グループでは、海外の企業に対する投融資を行なっております。これら投資先の経営状況の悪化、株式・債

券市場の市況の悪化及び海外投資における国・地域固有の政治・経済・社会情勢の変動によるカントリーリスクの

顕在化等による事業環境の変化が、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

これらのリスクの対処として、海外営業取引に関するカントリーリスクの管理制度を定めており、特定の国への

リスクへの集中や過大なリスクの管理低減に努めております。

 
(10) ＳＢＩ新生銀行グループとの関係

当社グループは、2024年10月２日、株式会社ＳＢＩ新生銀行の持分法適用関連会社となり、当社グループはＳＢ

Ｉ新生銀行グループに属する総合金融サービス会社として、以下の３つの観点からシナジーを生み出していく予定

です。

①　リース事業におけるシナジーの期待：

当社グループと昭和リースが相互の強みを補完することで、リース事業における新たな事業機会を創出するこ

と

②　中期計画2025における注力事業におけるシナジーの期待：

ＮＥＣキャピタルソリュ―ションとＳＢＩ新生銀行がストラクチャードファイナンス分野での連携による投融

資事業のさらなる強化を図ること

③　地域貢献、地方創生におけるシナジーの期待：

ＳＢＩ新生銀行と昭和リースが介在し、ＮＥＣキャピタルソリューションと地域金融機関及びリース子会社が

不動産リース、ヘルスケアアセット、再生可能エネルギー等の分野におけるお客さまの多様なニーズに対応す

ること

これらのシナジーの期待について、その各種施策の進捗状況によっては、当社グループの業績等に影響を及ぼす

可能性があります。

 
(11) ＮＥＣグループとの関係

当社グループは、2024年10月２日の資本異動により日本電気株式会社(以下「ＮＥＣ」という)の持分法適用関連

会社ではなくなりました。筆頭株主の異動はあるものの、2025年３月31日現在において、ＮＥＣは引き続き当社株

式を17.61％保有する第二位の大株主として関係を維持しており、当社グループは引き続きＮＥＣグループ向けに金

融サービスを提供する重要なパートナーとして、一層の事業連携を推進していきます。なお、当社グループにおけ

るＮＥＣ製品・サービスの取扱比率の高さから、ＮＥＣの業績動向が当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

があります。
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(12) 設備投資の動向及びリース業界における競合

当社グループが基軸として事業展開しているリース事業は、顧客が設備投資を行う際の資金調達手段の一つと

なっております。従いまして、経済環境の急激な変化や顧客の経営状況の悪化等で設備投資需要が大幅に減少した

場合、当社のリース事業の取扱高が減少し、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、リース業界では依然として多くのリース業を営む会社が存在しており、金融緩和による料率競争も激し

く、厳しい競合状態にあります。こうした市場環境の下で、当社グループは中長期的な経営戦略に基づき、特色を

生かしつつ収益体質を一層強化し競合に対処する方針であります。

 
(13) 自然災害によるリスク

当社グループは、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がある地震及び台風等の自然災害や感染症の流行

等に対し、費用対効果を検討の上、事業活動への影響を最小化するための対策を実施しております。

 
(14) 制度変更リスク

当社グループは、現行の法律・税務・会計等の制度や基準に基づき、リース取引等の各種事業を行っておりま

す。現行の制度や基準が将来大幅に変更された場合には、商品・サービスのメリット喪失や、規制対応へのコスト

増加等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクに対し、当社は既存の顧

客基盤を深耕すると共に新規顧客の開拓を行いながら、顧客の経営資源に関わるさまざまな課題に対して解決策を

提供することで、収益性向上とリスクの低減に取り組んでまいります。

 
(15) 重要情報漏えいリスク

当社グループは、業務に関連して多数の機密情報や個人情報を保有しており、機密情報の漏えいが生じた場合に

は、罰則・損害賠償による損失、業務停止処分、信用の低下及び風評の悪化等により、当社グループの業績等に影

響を及ぼす可能性があります。これらのリスクへの対処として、当社グループでは情報セキュリティ教育やアクセ

ス制御等の情報セキュリティ管理体制の整備を通じ、人的・物理的・技術的対策を講じております。

 
(16) システムリスク

当社グループでは、様々な情報システムを使用し業務を行っております。従業員の不適正な事務・事故・不正

等、自然災害及びシステム障害等により情報漏えいや業務が中断するリスク等が想定されます。

情報システムに重大な障害が発生した場合には、営業関係業務を中心に支障をきたすとともに当社グループへの

信頼が損なわれ、当社グループの業績等に影響が及ぶ可能性がありますが、こうしたリスクへの対処として、これ

までに情報システム機器のコンピュータ専用ビルへの移転、高速専用回線用バックアップ回線装備、外部不正アク

セス防止強化及びシステム障害に即座に対応するための専門要員配置等を行っており、今後とも一層の情報システ

ム管理の整備・強化に努めてまいります。

 
(17) 人材の育成・確保に関するリスク

当社グループの事業を展開する上で必要な人材を育成または雇用できない場合や雇用している人材が退職した場

合等、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループとしては、事業展開上必要なノウハウの承継や新たな事業への取り組みの鍵は従業員であり、従業

員の能力こそが会社にとっての大きな財産であると考え、採用活動の強化や計画的な教育・研修活動の強化に努め

ております。
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(18) 内部統制の構築等に係るリスク

当社グループにおいて、財務報告にかかる内部統制が有効に機能しなかった場合、或いは想定外の問題が発生し

た場合等の要因により、当社の内部統制部門または当社の会計監査人が当社の財務報告にかかる内部統制について

重大な欠陥を指摘し、財務報告にかかる内部統制が有効でないと報告する可能性があります。

このような事態が発生した場合、当社の財務報告に関する投資家の信頼低下等に基づく、当社株価の下落等によ

り、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありますが、当社グループでは、財務報告にかかる内部統制を

構築し内部統制の有効性の確保と評価に努めております。

 
(19) コンプライアンスリスク

当社グループは、業務を行うに際して、会社法、貸金業法、金融商品取引法、宅地建物取引業法、個人情報保護

法及び独占禁止法等の法令等の適用及び規制当局の監督を受けております。また、海外においては現地の法令等の

適用や規制当局の監督を受けております。

これらについて違反が生じた場合には、罰則・契約解除・損害賠償による損失や、業務停止処分、登録・届出資

格抹消、信用の低下、風評の悪化等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。当社グルー

プでは、「ＮＥＣキャピタルソリューショングループ行動規範」を定め、コンプライアンス教育や内部通報制度を

通じて、法令等のみならず広く社会ルールの遵守徹底に努めております。

 
(20) 人権リスク

当社グループは、人権の尊重を経営における重要課題の一つであると認識し、「ＮＥＣキャピタルソリューショ

ングループ人権方針」を定め、グループ全体で人権尊重の取り組みを実践することにより社会的責任を果たしま

す。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」や日本政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重の

ためのガイドライン」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、事業活動やサプライチェーンを

通じた人権リスクを評価・特定し、人権リスクの防止・軽減に継続して努めております。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　本店

　(東京都港区港南二丁目15番３号)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

第四部 【保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社(E05462)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

13/13


	表紙
	本文
	第一部証券情報
	第１募集要項
	１新規発行社債(短期社債を除く。)
	２社債の引受け及び社債管理の委託
	(1)社債の引受け
	(2)社債管理の委託

	３新規発行による手取金の使途
	(1)新規発行による手取金の額
	(2)手取金の使途


	第２売出要項
	第３第三者割当の場合の特記事項
	第４その他の記載事項

	第二部公開買付け又は株式交付に関する情報
	第三部参照情報
	第１参照書類
	１有価証券報告書及びその添付書類
	２半期報告書
	３臨時報告書
	４臨時報告書
	５臨時報告書
	６臨時報告書
	７臨時報告書

	第２参照書類の補完情報
	第３参照書類を縦覧に供している場所

	第四部保証会社等の情報

